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日本福祉施設士会倫理綱領

　日本福祉施設士会は、あらゆる人々の尊厳を重んじ、
福祉施設の運営に精励し、国民の信頼に応えるべく、
ここに会員自らの倫理綱領を定めるものである。
　福祉施設士は、社会福祉施設の運営、管理の責任を
担うものであり、社会福祉に関する深い専門的知識・
経験の蓄積と倫理性、公共性に基づいた社会的責任を
自覚し、福祉活動を展開しなければならない。

（昭和58年11月12日 決定）
（平成21年３月18日 一部改定）

1 ……… 福祉施設士は、利用者の基本的人権を尊重し、国民福祉の向上に努める。

2 ……… 福祉施設士は、福祉施設運営の質的向上に努め、利用者中心の福祉サービス充実を図る。

3 ……… 福祉施設士は、地域福祉向上のため、積極的にその役割を果たす。

4 ………
福祉施設士は、社会福祉における
専門家としての自覚をもち、創造性と開拓性を
発揮すべく自己の研鑽に励む。

 

 

　施設運営・管理全般にわたる生涯研修の実施、「福祉QC」活動

の普及など、たゆみない歩みを続けている社会福祉施設業種を横断

した福祉施設長の自主的な組織です。事務局を全国社会福祉協議

会・法人振興部内におき、会費を財源に自主的活動を続けています。

　「福祉施設士」とは、全国社会福祉協議会が社会福祉施設長を対

象に毎年開催している「福祉施設長専門講座」（昭和 63年に「福祉

施設士講座」より改称）修了者に、全社協会長が授与するものであ

り、平成 29年３月現在、全国で約 5,300 名の有資格者がいます。

日本福祉施設士会とは

「福祉施設士」とは
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 社会福祉法人江東園　江東園ケアセンターつばき　　
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―国は、「地域共生社会」の実現を打ち出し
ていますが、地域共生社会をめざすには社会福
祉の制度や法人の姿はどのようにあるべきでしょ
うか？
杉　国の「我が事・丸ごと」という、地域づくり
を他人事ではなく我が事としてとらえて、総合的
な支援を行っていけるような社会をめざすというこ
とであれば、法の整備やサービスについて高齢
者・障害者・子どもといった縦割りを可能な限り
なくし、制度間の整合性を図っていく必要があり
ます。加えて、サービス利用の状況やその時の

財政の状況で変化する制度の路線変更を極力
抑え、長期的展望に裏づけされた筋の通った
制度とすることが重要と考えます。それまでの
「地域包括ケアシステム」では理解しきれなかっ
た、これからの地域の姿が「我が事・丸ごと」「地
域共生社会の実現」によって施設や住民によう
やく理解されたのではないでしょうか。方向性は
良いと思いますが、行政が号令を掛けると同種
の施設がどんどん出来上がってしまうような状況
を見る時、本来は地域で本当に困っている人は
どういう状況にある人なのか地域の中の困って

すべての人に日を当てる、施設長は観察力、洞察力を磨け！
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国は、「地域共生社会」の実現を打ち出し、住民や関係者等の多様な主体が、生活上の課
題を「我が事」・「丸ごと」として受け止めてつながり、これからの地域を共に創るための政策を
推進している。地域での実践に際しては、複雑・多様化した課題に多機関・多職種で構成さ
れるチームで向き合うことが求められている。
こうした中、実践の推進役を担い、人と組織（チーム）の成長を導くリーダーの力を高めていくこ

とがより重要となっている。施設福祉と地域福祉の推進に貢献する専門家として、福祉施設士
の力量の発揮が求められている。
本連載では、地域で躍動する福祉施設士に求められる視点について、各分野で活躍する方々
へのインタビューを通して考える。
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リーダー・躍   動！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東京都）
社会福祉法人江東園　江東園ケアセンターつばき　

事業部長・経営企画本部長　杉 啓以子　　
（老－19期　№ 2559）

リーダー・躍   動！
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いる事や必要なサービスや社会資源などをしっ
かりとわかっていなくてはいけないと思います。
良いことだからといって地域の様々な人々の真
のニーズを考えないで実行してしまうのは、どう
やら一本筋が通っていないような気がします。社
会福祉法人として今後の「我が事・丸ごと」「共
生社会」をめざしていくということは、やはり地域
住民が納得して、何と何、どのようなサービスが
このまちにとって不足しているのか。こういうサー
ビスがないよね。このように困っている方がいるよ
ね。でもそこには光が当たってないよね。こうい
うことが互いに分かったうえで、では皆がどうし
たら、でき得る限りの協力ができるのか。このよ
うに考えていく必要があると思います。
例えば、認知症の老婦人が町を歩いていたら、

「何かお困りごと、ありますか」と声をかける。例
えば在宅介護支援センターや地域包括支援セ
ンターの所在が分かっていれば、そこにお連れ
するとか。そういうことくらいはすぐできる。また、
例えばお店に、ちょっとしたベンチをひとつ置い
てあげて、買い物カゴをぶら下げている老婦人
や手押し車の方が、ちょっと一息つきたいなと
言ったら、「どうぞベンチへ」とお店の方が誘っ
てあげて、「冷たいのでいいですか、常温です
か」と聞いてちょっとしたお茶を出してあげる。そ
うすると夏は熱中症予防対策になるわけです。
このように支援はアイディア次第でいくらでもでき
ます。共生社会を実現するには何も難しい事を
するのではなく、ちょっとした気づかいや思いや
る気持があれば出来るのです。
社会福祉法人制度改革で社会福祉充実残
額があった場合、地域社会のために使用するこ
とが義務付けられましたが、本来、社会貢献は
社会福祉法人がするべき仕事のひとつになって
いるわけで、普段から地域にどのような福祉課
題があるかということを施設長なり理事長なりが
きちっとキャッチしているかということが重要なの
です。そのためにも、地域の人たちと会って、しっ

かりと情報交換を地域の中で行っているか。こ
れが私は大事だと思います。国が言ったから動
くのではなくて、税金をかけられるから動くので
はなくて、私たちの使命は何？と言ったら、地域
で何が困っているのか、どこに問題があるのか、
施策に問題があるのか、常にそういうところに気
を配っていることが施設長には重要です。
私たちの暮らす地域社会には、障害者も高齢

者も子どもも、いろいろな人々がいます。どんな人
も互いに、関わり合えるような複合施設をつくるの
が当法人のポリシーでした。だから最初から「丸
ごと」になっている。国が「我が事・丸ごと」と言っ
ていますが、何か特別なことと考える前に既にそ
のようになっています。
―まちづくりについて、何かお考えがあるでしょ
うか。
杉　２年か３年ぐらい前から、新オレンジプラン
とＷＨＯの高齢社会の８行動領域の提言に基
づいて、法人として「認知症と高齢者に優しい
まちづくり」ということを意識して活動を行ってきま
した。そのようなまちは、子どもにとっても赤ちゃ
んにとっても、成年にとっても、障害者の人たち、
全員にとっても幸せなまちであるということをテー
マにして、住民の方々に参画してもらうことになり
ました。
もちろん法人は、陰の仕掛け人ではあるので
すが、前面に立つのは住民です。でも住民の
中の既存の町内会、自治会、民生委員さん等
は、皆高齢化しているわけです。そこで、様々
な団体の長の皆さんたちに集まってもらい会議を
開催しましたら、杉先生、次はぜひとも若者を
連れてきてくださいと言われました。そこで、小
学校・中学校のＰＴＡ、地域に高校は３つある
ので、高校のＰＴＡ、それから保育園の保護者
連絡協議会等にも集まってもらい若い世代や子
育て世代に将来のまちづくりに参画してもらうよう
お願いしています。
その時を契機にこのようなことを考えました。日

リーダー・躍動！
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本にはアメリカとかヨーロッパにあるように、ボラン
ティア教育が子どものうちからきちんと行われてい
ません。したがってボランティア教育をしっかり
やっておかないといけません。また、フランスのよ
うに、仕事時間内にボランティアを行わないとい
けないという施策ができれば、もっと働く世代の
若者の担い手も増えると思います。日本でも１週
間のうちに２時間ボランティアをすることになった
ら、まちづくりを手伝いますよと言ってくれる若い
方々が増えると思います。でも現時点では、ま
だ頭を下げてボランティアをお願いしている状況
です。私は前区長から、区の中で顔を広くして
おきなさいと言われて、いろいろな団体と親しく
することができる役割をいただきました。その関
係もあって、ボランティア活動が忙しいのですが
（笑）そのおかげで地域の皆さんの顔が分かるよ
うになりました。例えば、「青年会議所や商工会
議所にお願いに行きたいので○○さんにあたりを
つけておいて」と依頼すると、いいよと言ってくれ
ます。このように福祉関係団体以外のいろいろな
ルートがあるので、何かを仕掛けようとした時に
は、ワッと人に集まっていただける。普段からの
おつきあいが大事だと感じています。施設長の
役回りは外に出ること。だから仕事はある程度
部課長に任かせて、問題があった時には出て
いくぐらいにする。問題が発覚したり、どういうふ
うに手当をするかというのは、いちいち言う必要
もなく任せる。逆に言えば、リスクマネジメントが
しっかりしていれば、「この問題についてはこう対
応しました」という部課長の報告だけで足りるわけ
です。
地域とずっとつながっていることが大事。社
会貢献のためにはネットワークがいっぱいあれば
いいと思いますが、それだけでは足りません。
そのためには、ネットワークのもとになる法人自体
がしっかりしていることが重要です。外に出して
恥ずかしくない仕事ぶりをしているのが大事とい
うことです。それから、施設がどれだけ地域の

皆さんに認知されているかということも重要なとこ
ろです。
―福祉人材の確保について、どのようにお考
えですか。
杉　人材がいない、確保ができないということ
で、外国人も視野に入れる動きがありますが、「ど
んな人も」という点では必要と思います。言語力
が不十分であっても、記録がうまく書けなくても、
適切な育成の方法を確立し優しい心を持った福
祉人材になってもらうかが大切で施設において
グローバルな育成方法を確立することが必要で
すね。これからは、ありとあらゆる人たちを福祉
人材として捉える必要があると思っています。プ
ロフェッショナルな知識だけ持っていればいいの
かということでもなく、人間性と基本的な人間の
成長という勉強を、自分を含めてやっていける
人材。そのような人材に期待したいところです。
また、それをどう育てるかが重要です。
だから私の法人では、言語もうまく話せないし、
記録もうまく書けないような外国の人もいれば、
高齢者も、また、福祉の専門学校出身にこだわ
らない採用もしています。これまでは、特に特養
などは、夜勤があるため体力のある若い人だけ
採用したいという傾向がありました。そうではなく、
もう切り分ける時代にきている。育てながら、適
材適所の人材を養成する。細切れにはなるかも
しれませんが、それを管理・監督するというポジ
ションのリーダーやコーディネートする人のスキル
が求められる時期が来ている。だからそのような
人材の質は、高くないといけません。
―施設長の仕事について、いろいろなご意
見を伺うことができましたが、その他、どのような
ことに気を付けていらっしゃいますか。
杉　施設長の仕事は、どこからどこまでがその
範囲であるというものがないので、逆に言えば、トー
タルなものの見方、視点をもっていることが重要な
のかもしれません。例えば、処遇について良くな
い点ばかりを指摘する施設長さんもいらっしゃいま
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すが、それだと職員がいやになってしまう。誤字
脱字を指摘するのは係長、主任に任せておいて
もいい。だから職務分掌が重要です。
また、施設長として、地域福祉醸成のための
仕掛けづくりに取り組んでみたらどうでしょうか。
例えば、施設経営や施設の拡大ではなく、異
業種との交流や営利組織とのイベントのコラボ
や、法人内に任意団体を立ち上げて、ネットワー
ク力を拡大した福祉的事業を企画することで、
行政への提言力や提案力を増して、地域住民
の多くとネットワークでつながり周知されるのです。
もう、地域の誰でもから声を掛けられる存在で
す。施設長の仕事は多岐にわたっていますが、
利用者さんの状況を確認する際に、職員が肩
を落としているのか、目が下を向いているのか、
挨拶が小声なのか、変化は何かしらかあるでしょ
う。例えば、ドライバーがちょっと体調が悪そうに
見えたら、「どう、なんか体調悪いんじゃないの。
体調が悪かったら休んで、しっかり治しなさい
よ。」という一声が効くのですね。利用者さんとス
タッフとの日頃からのコミュニケーションはとても大
事だということです。
自分に関係するすべての人に日を当ててあげ

るのが、もしかしたら施設長の仕事なのかなと
思います。それを気づいてあげられる能力、そ

れが施設長の観察力、洞察力。施設長の仕
事はいっぱいあるのです。
施設長は何をすればいいのだろうと、まだ考

えあぐねている１、２年目の施設長さんがいたら、
一番簡単にできることは、利用者さんも職員も
しっかり見てあげてください。それから施設のあ
るまわりの地域を広い目で見てください。きっと地
域に何が必要か分るはずです。地域でお祭が
あったら、駆け出してでも行ってください。地域
に溶け込んでください。施設は地域と共にあり
成長しなければなりません。地域の方々が社会
福祉法人が福祉社会を一緒に創っていく存在と
思われるまで、深く地域に入っていかないといけ
ないと、そう思います。
―今日は、どうもありがとうございました。

リーダー・躍動！
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社会福祉法人愛の泉は1945年に創立され
た。キリスト教の理念が法人の根幹を成してお
り、深い使命感によって海を渡ったドイツ人宣教
師と、志を同じくする地元のゴム工場の経営者
らが心に抱いた隣人愛の実践の場として、この
埼玉県加須の地に「愛の泉」が誕生した。戦後
の混乱期、乳児から児童に及ぶ戦災孤児を受
け入れたのがその始まりであった。「愛の泉」の
歴史は日本の戦後71年の歩みと同じ軌跡を辿っ
て来たと言える。
現在では、第１種社会福祉事業が４事業（乳

児院「愛泉乳児園」、児童養護施設「愛泉寮」、
養護老人ホーム「あいせんハイム」、特別養護
老人ホーム「愛泉苑」）となり、第２種社会福祉
事業（保育所「愛泉幼児園」・他）が12事業、
公益事業が２事業で合計18事業を展開する社
会福祉法人に成長した。毎月1,000人を超える
利用者を約300名の職員が支援し、「ゆりかご

から墓場まで」、人生の各ステージにおける福
祉実践を通して、地域に愛され、信頼される社
会福祉法人をめざしている。過去の伝統に甘
んずることなく、新たな創造に向かって日々前進
していくのが当法人の課題である。
私は、2009年より特別養護老人ホーム「愛

泉苑」の施設長の役を担っており、施設の運営
管理業務に日々奮闘中である。付随する事業と
して、愛泉苑ショートステイ、愛の泉デイサービ
スセンター、愛の泉居宅介護支援事業、愛の
泉・東部地域包括支援センター、在宅介護支

法人の 71 年の歩み1

「愛泉苑」80床・従来型・平屋建て

　（埼玉県）
社会福祉法人愛の泉　特別養護老人ホーム愛泉苑　施設長

潮田　花枝
（老－34期、No.4747）

福祉施設士のめざすもの 

目標管理と成果に
着目した施設経営
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福祉施設士のめざすもの 

援センター、愛の泉ヘルパーステーションの全７
事業がある。
埼玉県加須市の人口は約113,000人で、高
齢化率は26％である。市の特徴は、日本有数
のこいのぼりの生産地であること、また、コシの
強さと喉ごしの良い手打ちうどんは、多くの人に
親しまれている。

当施設の理念は「助ける人なき人のために助
ける人となる」であり、具体的な方針として「明る
く、暖かく、清潔で、安全な施設づくりを進め、
利用者満足度の向上を目指して継続的改善を
行います」を掲げている。
現在、この理念や方針を組織全体に浸透さ

せるために、施設全体の具体的目標を設定して
いる。何年か苦慮し試行錯誤してきた中で、目
標を設定する時の分類として参考にしたのが
「福祉施設士行動原則～６つの姿勢と12の行
動～」であった。６つの姿勢（１、利用者への
姿勢、２、社会への姿勢、３、組織への姿勢、
４、職員への姿勢、５、地域への姿勢、６、自
己への姿勢）が新任職員や短時間労働者にも
理解されやすく、伝わりやすいと感じたからであ
る。例えば「１、利用者への姿勢」については、
命の尊厳を守るための具体的な取り組みとして
高齢者虐待防止や事故・感染症の防止、苦
情や要望への迅速な対応を目標として掲げた。
また「４、職員への姿勢」については、働きやす
い魅力ある職場づくりの取り組みとして、人材確
保・育成の積極的推進や適正な労働時間の管
理、腰痛やハラスメント対策の実施など、年度
毎に強調したい項目を目標として掲げた。述べ

てきたことの内容は基本的な事項であるが、誰
に向かって、何に向かっての目標なのかが明確
になった。
全体の流れとしては、①理念⇒②方針⇒③
施設全体目標（ここで６つの姿勢の分類を採
用）⇒④各チーム目標・個人目標⇒成果の評
価⇒⑦改善という流れになる。当施設では③ま
でを施設長が計画し、④の各部門目標をそれ
ぞれのチームが設定するのであるが、③までが
明確になっていれば、施設方針とチームの目標
にブレが少なくて済む。チームではメンバーが自
チームの強み・弱み・脅威・機会などを自由奔
放に出し合い分析し、そこから見えてきた課題
を主体的、自律的に年度の目標に設定している。
（※チームは介護・看護・相談・給食・各在宅
部門等全12チーム編成）

社会福祉法人のような非営利組織は、成果
目標の設定が難しく、これを運営していくマネジ
メントシステムもより高度になると思う。しかしなが
ら、今後の社会福祉法人のゆく道を考えると、
利用者満足に直結するようなサービス向上のた
めの成果目標の設定や、施設存続のためのた
めの業績目標の設定を、積極的に取り入れて行
くことも一つのあり方であると考えている。
当施設では各チームが設定した目標に対して

の成果の有無を、毎月の経営会議や主任会議
で振り返っている。目標に向かって計画（PLAN）
したことが、実施（DO）したままにならないように、
評価（CHECK）し、改善（ACTION）に繋げる
ことを日々のルーチン業務に位置付けている。
昨年度の例を示すと、特別養護老人ホーム

理念を実現するための方針や目標はわかりやすく2

目標管理と成果に着目した施設経営3
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では感染症ゼロという目標に対して４年連続０件
を達成した。菌を持ち込まない、うつさないとい
う予防策が徹底していた。また、業績目標とし
て特養のベッド稼働率98％という目標に対しては
97.2％で未達成であった。空きベッドを早めに埋
められなかったことが原因である。事例のように
各チームに２つ以上数値化された目標が設定さ
れており、年間を通して取り組んでいる。
成果が出ている部分は施設の強みとして更に
伸ばし、未達成の部分は、現状を把握し原因
を分析した上で新たな対策を立案して実施する
という具合である。成果が出ずに苦しい場面も
多くあるが、チームのメンバーが合意して設定し
た目標であるため、失敗しても納得して次の改
善に臨めるのである。
そして、施設長としての成果を期待されてい

ることの一つに人材確保や定着がある。４月に
は外国人技能労働者の導入を目的にベトナム日
本語学校との関係性を構築した。早い段階で
２名の採用を進めていきたいと願っている。そし
て人材定着のためには腰痛対策の一環として
介護用ロボットHALを２月に導入した。勤続年
数は8.6年で年々上昇しているので今後も職員
の健康への配慮が課題となる。
目標管理や成果に着目した施設経営は、社
会福祉法人のガバナンス強化を支える一つの道
筋になるのでないかと思う。今後更に、社会福
祉法人に連なる施設一つひとつが、自主的に
経営基盤の強化を図り、提供するサービスの質
の向上をめざすことで、社会の役割、期待に
積極的に応えられる社会福祉法人に成長してい
きたいものである。

ベトナム日本人学校で授業の様子 介護用ロボットHALを利用した移乗介助
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福祉施設士のめざすもの 

福祉施設士会の継続研修の一環とれされて
いる福祉QC活動は1989年より法人全体として
導入され、以来28年間サービスの質の改善へ
の取り組みを行ってきた。また、2005年には品
質マネジメントの国際規格である「ISO9001：
2000」の認証を取得し、利用者へのサービスの
標準化や利用者満足の向上への道筋を得るこ
とができた。また、2016年には「 ISO9001：
2015」への更新を行った。途中迷いもあったが、
国際的、客観的な評価によって社会の信頼を

得られること、目標管理によってリスク管理や改
善に取り組めること等の良い点を考えると、12
年間これを更新してきて良かったと思っている。
現在はISO品質マネジメントシステムと福祉

QC活動の融合を試みている。ISO品質マネジ
メントシステムと福祉QC活動が一体となり、日々
の仕事の中核に据えてスタッフ自らが主体的に
考え、利用者満足度を向上させるべく、継続
的改善に向けて行動できるような土台の強い施
設作りをしていくのが施設長としての役割である
と考えている。

揺るがない施設の土台作り4

ご家族を招いて、ランチ会（50名が来苑） 愛の泉大バザーは地域の一大行事となっている
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１．はじめに
近年、地域社会や家族の様相が大きく変容

した他、雇用環境や経済情勢の厳しさもあり、
社会的孤立の問題や、虐待、低所得等の問
題が多くなってきていると感じられる。「地域にお

ける公益的な取組」に関して、平成27年４月３
日、社会福祉法等の一部を改正する法律案が
国会に提出された。人口構造の高齢化、人口
減少社会の到来、家族や地域社会の変容に
伴い、福祉ニーズが多様な事業主体の参入な

地域における社会福祉施設の
役割と公益的取り組み

特
集

本会が平成25年３月に定めた「福祉施設士行動原則～６つの姿勢と12の行動」は、

福祉施設士が利用者や社会等に向けて示すべき内容を整理したものである。

本特集では、その中から、「社会への姿勢」に着目し、「行動④　公益性に相応しい

体制を整備し、効果的・効率的な組織運営を進める」について、施設長専門講座の修了

生のレポートをもとに考える。

2つのレポートは、40期（2015年度）、39期（2014年度）の講座在籍時に執筆されたもの

である。現在、読み進めるとすれば、この間の社会福祉制度の変遷の状況を振り返ることと

なるが、地域における社会福祉施設の役割や公益的な取り組みの意義や実践さらには福祉

施設長としてもつべき視点等について提示するものである。

地域社会と当法人の役割と
公益的取り組み

（秋田県）

社会福祉法人　県北報公会

　　　吉野更生園　施設長　大川　清彦（障－40期、№5473）
　　　　　　　　　※2015年度・第40期 福祉施設長専門講座レポート撰集に掲載
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ど、社会福祉法人を取り巻く環境は、大きく変
化している。今回の改正法案は社会福祉法人
制度創立60年余を経過して初めての大改革と
なっている。
近年、社会福祉法人について、法人の運営

のガバナンスの強化や税制優遇措置の見直しな
どが論議されている。
福祉ニーズや福祉サービスの在り方が変化す

る中で、社会福祉法人制度の改革が必要であ
る。
私が住んでいる旧鷹巣町は合併後、北秋田
市となり平成27年度の人口が、35,100人となる
小規模な街である。高齢化社会の進行地域で
あり、高齢化率が高いばかりでなく、核家族化、
一人暮らしの高齢者、認知症高齢者の増加が
進んでいるのが現状である。また雪国であり、
除雪事業を利用した者の割合を述べると、一
人暮らしの高齢者世帯が752世帯もあり、高齢
者のみが201世帯、その他51世帯の利用実
績が上げられている。地域包括支援センターの
総合相談は、延べ629件の相談と、権利擁護
に関する相談92件があった。また北秋田市医
療関連センターの今後の計画として、地域医療
や介護、福祉資源等の機能の充実や支援体
制を包括的かつ継続的にできるように、医療・
介護資源ガイドブックを作成し、関係機関へ配
布する予定があると聞く。生活困窮者自立支援
法がスタートした事により、生活に困っている方、
将来の生活に不安がある方への相談センターも
設置されている。
近隣市内には、障害者支援施設を経営して

いる３つの社会福祉法人がある。市内の障害
者数の中で、療育手帳保持者が「H27.3.31」
付けで、身障（2,093人）、知的（347人）、精神
（196人）と上げられている。当法人が地域の中
で活動及び展開してきたことを述べたい。

２．法人の概要
⑴法人創設
当法人は、児童養護施設「陽清学園」を母
体とし昭和30年４月１日に創設された。創設者
が身体を患し、生かされた「命」に感謝し、生
涯1,000人の子ども達のお世話をしたいと、小さ
な集落の萱葺きの私邸と土地を寄贈したことか
ら始まっている。まだ戦後社会の混乱と貧困が
続く中、児童の健全な育成と保護の実現をめざ
して取り組み、同年８月22日付けで厚生大臣認
可を得て、「社会福祉法人県北報公会」として
正式に発足された。
その後は、要望に応えられるように整備拡大

を図り、現在の大野岱吉野の一角を地域集落
より敷地を頂き現在の骨組みが始まったと考えら
れる。

⑵法人の目的・事業
当法人は、多様な福祉サービスが利用者の
意向を尊重することを最重要としている。その
サービスを総合的に提供されるよう創意工夫を
し、利用者の尊厳を保護しつつ、心身ともに健
やかに育成され、能力に応じ、自立した日常生
活を地域社会において営むことができるよう支援
することを目的として、次の社会福祉事業を行っ
ている。
（Ⅰ）第一種社会福祉事業
①児童養護施設　陽清学園
②障害児入所施設　大野岱吉野学園
③障害者支援施設　吉野更生園
（施設入所支援・生活介護）
④障害者支援施設　大野岱吉野学園成
人棟（施設入所支援・生活介護）

（Ⅱ）第二種社会福祉事業
①保育所　南鷹巣保育園
②子育て短期支援事業　陽清学園
③障害福祉サービス事業
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④児童自立生活援助事業　ようせい
⑤一時預かり事業　南鷹巣保育園
⑥地域子育て支援拠点事業　南鷹巣保
育園
⑦相談支援事業の経営
以上の事業を設置経営している。

⑶施設経営における創設者の想い
①施設規模は設置基準の最低ライン（定
員30名）を固く維持し、現在に引き継が
れている。
②管理化から脱却（規模が大きくなると利
用者や生活の管理が優先してしまう危
惧）
③個別化の尊重（施設はともすれば集団
論理に流されやすい。それぞれの個性
と人格を大事にした支援の追求）
④職員は児童、利用者の手本たる存在で
あり、常に自らの学び、自己研鑽に努め
るだけでなく、人を救う心を忘れず福祉
従事者としての謙虚な姿勢。

⑷小集団生活の試行
昭和55年に、グループホームという制度は存
在していなかったが、障害のある児童７名を職
員宿舎の空き家に試行的に居住させ、そこから
職場実習を行う先験的な実践を行っている。

⑸結びつける実践
吉野更生園が開設され、作業事業も成果が

みられ、軽度の方の生活及び就労支援への住
まいとして東北で初めての「福祉ホームよしの
寮」が（定員10名）で開所された。現在、グルー
プホーム「共同生活援助」を７ヶ所運営してい
る。
当法人の収益を目的とした収益事業、吉野
工場（木工場）を昭和48年10月に障害者職業
訓練の場として、グループホームの方や、他事
業所で経済的虐待者が住む所もなく当時引き取
り、現在も働いている。
農事組合法人・吉野農場では、グループホー

ムや一名近隣から通って、野菜、米、果樹、
比内鶏飼育など仕事として、差別もなく、季節
の物を郷内、市内、各事業所へ販売している
（秋には、全国へきりたんぽを発送）。
児童養護施設では、平成19年４月に児童の
退所後の18才からの就労までの支援や相談が
できる「児童自立援助ホーム・ようせい」が開設
され、定員６名で２年という短い入所期間での
契約で、なかなか自立できず金銭の問題もあり
スムーズに送り出せない現状があるが、相談に
応えながら進めている。
平成26年11月には、女子ホーム「清和寮」

が開設され、地域の学校へ通っている。
吉野学園では、北秋田市指定管理事業「北

第33回郷まつりの様子 第33回郷まつり 模擬店の様子
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秋田市障害生活支援センターささえ」を運営管
理している。

３．地域との取組み
当法人は利用者主体をモットーに、各種事業
所を運営し、利用者へのサービス向上、個別
対応や、時間外、制度外の支援のほか、地
域住民とのつながりを大切に考え、これまでいろ
いろな事業活動を行ってきた。詳細は以下の通
りである。

①ボーイスカウト・ガールスカウト活動
地域の青少年の健全育成活動を目的に行っ

ており、法人内の敷地にキャンプ場があり、教
育委員会の依頼で夏休みに旧鷹巣町の小学校
６校よりリーダーキャンプの奉仕活動を行ってき
た。また、BS県連の依頼で全国からの研修の
場としてスタッフや研修の方が活用している。

②「吉野子どもの村まつり」
地域とのつながりの一環としての大イベント

が、昭和56年、「国際障害者年」よりノーマラ
イゼーションの理念から「生かされ　生きよう　
地域と共に」のテーマで開かれている。吉野郷
の開放により地域の人達に、少しでも知ってい
ただくイベント行事である。
今年で31回目の開催で、法人内の広場を活

用し、地域のボランティア、高校生、演奏クラブ、
関係機関、保護者会等の協力を得ながら行っ
ている行事で、今年約2,000人の方が訪れてい
る。アンケートに対しても次年度の開催のヒントも
あった。

③ゲートボール交流
昭和57年に日本ゲートボール協会の研修に
私が参加することがあり、それから、吉野更生
園の行事の中で、地域の老人会との交流を目
的として進め、その後は、理事長杯として郷ま
つりに旧鷹巣町老人会と交流活動を行っていた。

④在宅障害児への治療
吉野学園が、治療棟を増築し、在宅障害児
へ医療支援機能の提供を昭和55年より園内治
療活動として実施し、職員も理論・技法（感覚
統合）を習得をし、発達を促す実践を行ってい

秋田労46団 カブスカウトの様子

地域福祉委員会 火祭りの様子①

地域福祉委員会 火祭りの様子②
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る。昭和56年より外来医療相談と医療支援を４
名のスタッフで実施し、無料で行われていた。
平成13年より国の事業である「障害児（者）地
域医療支援事業」から「相談支援事業」が始ま
るまでの18年まで続けられていた。

⑤防災協力
郷の防災管理体制の役割の中で、地域集
落の消防団長と法人との協力関係を結んでい
る。防災の日には、郷内を消防車で回ってくれ
たり、合同避難訓練時の協力もある。
北秋田市とは災害発生時の避難所として、
支援プランを結んでいる。今年、県社協主催
の災害ボランティアコーディネーター養成研修へ
法人から１名研修を受けている。

⑥老人福祉センター
地域老人の方々の憩いの家として、善意で

建られ、各老人会の人達が会合等に活用して
いる。

⑦地域福祉委員会
法人内にある委員会で、年間計画を立案し、
北秋田市社会福祉協議会と連絡を取りながら、
地域の一人暮らしの方へ活動を行っている。
委員会は、各施設より委員構成され地域ニー

ズに沿って企画され、７月（さくらんぼ狩りで青森
県へ）、10月（赤い羽根募金）、11月（友愛訪問・
老人宅へ）、１月（いきいきサロン新年会）、２月
（奉仕活動除雪・集落の葛黒火祭り）、会員研
修会等、年間プログラムに沿って活動している。

⑧地域貢献活動
平成21年度から法務省秋田保護観察所と
地域貢献活動計画を吉野更生園で実施し、活
動場所や内容等を連絡を取り行っている、活動
は、６月～11月の月１度の活動である。参加者

は、地域の保護司・更生保護員と調整役の専
門家・保護監察官など約８名で実施している。
今年度から私が担当となり、６月10日に１回目

が開かれ、６名の参加者。２回目（７月21日）は
吉野農場において炎天下でじゃがいも掘りの手
伝い。８月は、吉野更生園の夏祭り（屋台村）
の手伝い。９月は吉野農場にて種まきの手伝い
をしている。

４．法人の資源
近隣地域との相互的に支え合いが大切だとと

らえている。このような時に地域福祉の視点から
当法人でのサービス「資源」の活用を述べてい
きたい。

①各種事業
当法人内の障害者支援施設がもっている、
生活介護事業、入所事業、日中一時支援、
短期入所、秋田県障害児療育事業や、７つの
グループホームがあり、そこで生活介護の活用
がある。６月に北秋田市社協より依頼があり、
貧困夫婦の女性の方を短期入所している。

②医療及び通院
医療面では、北秋田市民病院「総合科」へ

は約15分弱であり、また、嘱託医院である「精
神科」今村クリニックは市内約20分弱の所にあ
る。当法人は、看護師３名と通院担当者２名、
リフト車１台、車６台、大型バス２台と充実し、
病院へ通院対応も可能である。入所者に限ら
ず、在宅サービス利用者、家族が通院の介助
ができない場合等で、法人事業所への相談が
あれば、代行も可能である。しかし、現在総合
病院では、医師不足問題があり、待ち時間が
長すぎ大変困っている。高齢者が多い農村集
落で進展が見えないが、市内の６つの個人病
院と旧町にあった病院が補っている。精神科病
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院が２つあり、法人と契約している医師が、訪
問健診を行っている。

③北秋田市障害者生活支援センター（ささえ）
障害者福祉サービスの利用援助や相談支援
等を行うための拠点施設として設置された。以
前より地域で生活されている障害者本人、家族
が悲願されていた居場所としての機能を取り入
れた支援センターが、平成19年４月２日より業務
開始する。センターでは主に相談支援事業を実
施し、障害者やその家族等からの相談に応じ
て必要な情報や、日常生活に必要な援助を行う
ことで、障害者本人の自立と社会参加を促進す
る事を目的としている。
ささえは、
①福祉サービスの利用援助は、介護相談や、
ホームヘルプ等の福祉サービス情報援助
や利用に関する助言、障害者年金や障害
各種手当などの援助、申請の支援を行う。
②福祉資源を活用し、自立に向けた支援は、
福祉機器等の専門家による利用助言や指
導、住宅に関する相談、買物やイベント等
の生活情報の提供、身だしなみ、健康管
理、家事の指導・助言、パソコン教室や
陶芸教室など趣味や社会参加活動に関す
る支援を行える。
③権利擁護に関する支援は、権利擁護事業
や成年後見制度の利用に関する支援を行
える。
④ボランティア活動支援は、ボランティア情報
の提供やボランティア活動を支援できる。
⑤その他、ピアカウンセリング、学習会の開催、
地域との交流、障害者等の活動の場とし
て利用できる。
⑥北秋田市障害者自立協議会事務局があ
り、活用できる。
⑦虐待防止センター「市担当者との支援」が

あり、活用できる。
その他、お子さんの発達不安を感じたら、健
康推進課「保健センター」、もろびこども園「児
童デイサービス」、吉野学園「秋田県障害児童
医療支援事業」、秋田県北児童相談所などが
近隣にあり活用できる。
また、学校・保育でも特別な支援が必要な
場合には、教育委員会、法人内にある比内支
援学校たかのす校がある。さらに、暮らす、働く、
施設、活動センターとして近隣に10の障害者
施設や就労継続支援B型・A型・居宅介護、
地域福祉センター等があり地域ネットワークが構
築されている。
児童養護では、年間を通して小・中学校と

の連絡会や北児童相談所とも定期的に行われ
児童の成長をお互いに共有している。自立援助
ホーム「ようせい」も児童自立生活支援の観点か
ら、相談その他、日常生活上の援助ができる。
また子育て電話相談「ようせい」も行っているの
で相談ができる。
当法人では品質マネジメントの国際規格であ

るISO9001：2000の認証（平成14年１月24日付）
を受けて、今年で14年目を迎える。当法人の
福祉サービスマネジメントシステムもこれまで、５
回の再認証審査（３年１回）、認証維持審査９回
（１年１回）を受け、国際規格運用能力の実証
を受けてきた。それにともない、ISO委員会、
ISO事務局会議がシステムの見直し、プロセス
の洗い直し、業務の無理、無駄の排除にあたっ
てきた。また外部の第三者審査機関が当法人
のシステムサービスを国際規格に適合承認して
いる。利用者のための良いサービス提供となっ
ている。
日中一時支援、短期入所の現状では、社協
の相談員や家族の方との関わりを大切に展開し
ている。初の試みとして家庭訪問や社協のサー
ビス会議に参加し、保護者の方は勿論、良い
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連携があり、共通理解のもとでサービスの提供
ができる。
福祉QCを取り入れ各施設にQCサークル活
動があり、法人内での発表会、県大会、全国
大会と業務改善活動を行っている。以上の資
源があり、お悩み相談があれば、一緒に解決
の道を探れると考えられる。法人では、働く場所、
相談を受ける場所がある。働く場として、吉野
農場は、約13,500㎡の広大な畑や木工場、保
育園での園児や就労（パート・バス運転）など活
用場所がある。

５．これからの課題
地域社会で支援を求めている方に法人や市
社協、地域、学校、保育園などが気づき、支
え合う体制作りが大切だと思う。高齢者福祉や
障害者福祉分野は整備されてきたが、地域に
は公的サービスが提供されていない問題も見ら
れる。少子高齢化が進む中で、地域医療の問
題、公的な福祉サービスだけでは対応できない
生活課題、社会的排除の対象となりやすい者
や少数者、低所得の問題、地域の中で安心、
安全で暮らせるための共助の確立、ネットワーク
で受け止め、日常的様子の変化に気づき、お
互いの顔の見える環境づくりが必要である。ま
た、情報の共有、低所得者への経済的支援、

「生活福祉資金貸付制度」の活用状況の地域
差や制度のPR不足の問題もある。住民が地
域福祉活動を支援する事業として、活用出来
る様にすべきである。
社会福祉法の変革の中で、透明性がきちん

とされていなければいけないが、将来のために、
これから何が出来るのか、何を地域とともに歩
み、施設として地域包括ケアをどう進めて行くか、
地域に、どう確立できるかが大きな課題に思う。
また、年間の総事業費を上回る金融資産を有
するような過大な内部留保及び蓄財を法人が有
してはいけないと思う。

６．終わりに
今日の状況や変化を見定めながら、当法人

が60年間培ってきた地域貢献の実践を、これ
から地域福祉・地域事業に積極的に果たして
いきたい。そのためにも地域の評価・信頼感・
安心感が重要なポイントと思う。昨年法人の事
業所で３回目となる「天皇陛下御下賜金」を受け
ている。
法人の公益性については営利を目的とせず
社会の役割と思い、そのためにも私を始め、法
人職員が力を合せ地域の方 と々話し合い考察
していきたいと思う。
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１．はじめに
現在（2014年度）の社会福祉法人をめぐる諸
状況の変化をみてみると、政権交代以前から
「規制改革実施計画」や「日本再興戦略」の策
定、あるいは「社会保障制度改革国民会議」
での検討を通して、社会福祉法人の在り方に
ついてもさまざまな議論がされてきた。この「社
会保障制度国民会議」の報告書には、社会福
祉法人制度の見直しについて書かれており、社
会福祉法人がもっと社会に対して力を発揮すべ
きとの内容も書かれている。また、厚生労働省
に設置されている「社会福祉法人の在り方等に
関する検討会」では、社会福祉法人制度に関
する様々な指摘を受け、社会福祉法人の今後
に向けた在り方に関する検討を行い、平成26
年７月４日にその報告書である「社会福祉法人
制度の在り方について」が取りまとめられた。こ
の報告書の中身をみて、社会福祉法人が置か
れている厳しい現実問題に直面することになっ
たのだが、それと同時に今後われわれ社会福
祉法人が地域社会に対し、どのような社会貢献
活動をしていけばいいか、今後の法人・施設
運営について考える大きなきっかけとなった。
日本では1990年代から現在に至るまで社会
福祉が質・量・システムともに大きく飛躍した時

代といえる。市町村への様々な権限移譲、福
祉人材確保の取り組み、国民の福祉活動への
参加の促進、各福祉分野の国レベルでの指標
策定と地方自治体における福祉計画の策定の
推進、戦後社会福祉制度の根幹となってきた措
置制度の転換、利用者権利意識の醸成、介
護保険制度の実施、規制緩和による多様で自
由な供給主体の参入促進等、そしてこれまで大
きな改革がされてこなかった「保育・子育て支援」
の分野もいよいよ大きな変革の時期を迎えた。
本レポートでは、社会福祉法人立の保育所

（認定こども園）が、今後地域社会からより一層
の信頼を得るために、この報告書の内容をしっ
かりと踏まえつつ、現在議論の中心にある、「地
域における公益的な活動」や「法人全体の体制
強化」、「法人運営の透明性の確保」等の観点
から自法人・施設の進むべき方向性について考
察してみる。

２．法人・施設の概要と現状
当法人の属する鹿児島県薩摩川内市は人口
96,000人、薩摩半島の北西部に位置し、南は
県都鹿児島市といちき串木野市、北は阿久根市
に隣接する本土区域と、上 島、中 島、下
島で構成される 島区域で構成されている。

わが法人の歩むべき道

（鹿児島県）

社会福祉法人　諏訪福祉会

　　　　　川内すわこども園　副園長　帯田　英児（保－39期、№5364）
　　　　　　　　　　※2014年度・第39期 福祉施設長専門講座レポート撰集に掲載
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昭和56年、当法人は社会福祉法人認可を
受け、薩摩川内市樋脇地域の児童福祉に寄
与すべく保育所運営をスタートさせた。同地区
は典型的な農業地区だが、この頃からいわゆる
農家の兼業化が進み、家庭における保育のニー
ズは非常に多様化していた。平成13年には同
市ではじめて地域子育て支援センターを創設
し、園に通っている子どもや保護者のみならず、
地域の子育て支援の拠点施設となるべく様々な
活動を行っている。現在、幼保連携型認定こ
ども園１施設（定員170名）、認可保育所１施設
（定員70名）で、通常の保育事業に加え、地
域子ども子育て支援事業として延長保育事業、
一時預かり事業、地域子育て拠点事業、放課
後児童健全育成事業、病児保育事業等地域
の保育ニーズに即した事業展開を行っている。
【法人の基本理念】
①地域社会への貢献
②児童の健全育成・育児支援
③人材育成専門性の向上
この３つの理念を柱とし、子どもの成長にとっ
て最善の環境を提供すべく、法人全職員81名
で保育を行っている。今後は社会福祉法人とし
て地域貢献活動に積極的に取り組み、「保育」
という枠組みを超えた地域社会への公益的取り
組みを行っていかなければならないと考えている。

３．社会福祉法人制度の現状
ではここからは、「社会福祉法人の在り方等

に関する検討会」の報告書、「社会福祉法人
制度の在り方について」の内容を今一度確認し
てみる。
⑴社会福祉法人について
まず、社会福祉法人は、社会福祉事業を行

うことを目的として「社会福祉法」の定めるところ
により設立される法人である。社会福祉事業は
利用者への影響を勘案して第１種社会福祉事

業と第２種社会福祉事業に分類される。このう
ち、第１種社会福祉事業に該当する事業の多く
は、サービスを必要とする人々が入所することに
よって利用するもの（＝入所施設サービス）であり、
利用者保護の必要性が高いためにその経営主
体は、原則として国、地方公共団体又は社会
福祉法人に限られている。また、万が一経営
が適正に行われない場合は非常に重大な人権
侵害が起こることから、サービス利用者の安心
かつ安定した生活を守るため、法人経営に対
するさまざまな要件（ルール）が設けられている。

⑵社会福祉法人の特徴
先に記述したように、社会福祉法人には、実
施する社会福祉事業に関するものとは別に、法
人制度創設の趣旨を踏まえ法人組織等に関す
る要件（ルール）が設けられている。残余財産の
帰属、資金の使途制限、行政監査、監督等
がそれにあたるが、その一方で多様な福祉ニー
ズに対応するための助成（支援）策が講じられて
いる。施設・設備整備補助金や民間施設給与
等改善費、税制上の措置や退職手当救済制
度がそれにあたる。施設・設備整備補助金や
民間施設給与等改善費は大幅に減少したもの
の、税制上の措置は他の法人と比べても充実
したものとなっている。この「非課税団体」であ
る以上、社会的規制が厳しいのは当然であると
いえる。このことについてわれわれ社会福祉法
人はしっかりと理解し、意識することが必要であ
ると考える。「税金がかかっていない」という事
実に対し、社会福祉法人関係者は株式会社
等民間の企業人とは異なる意識で向き合ってい
かなければならない。

⑶最近の社会福祉法人に対する主な指摘
（いわゆる内部留保に関する指摘）
平成23年７月に社会福祉法人が黒字をため
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込んでいるという報道がされ、同年12月の社会
保障審議会介護給付分科会においては、特別
養護老人ホーム１施設当たり平均約3.1億円の
内部留保があることが報道された。これを受け
て、平成24年７月には財務省予算執行調査、
平成25年10月には会計検査院による検査が行
われた。

（規制改革会議における議論）
社会福祉法人が補助金や税制優遇を受けて

いながら財務諸表の公表がされていないことが
指摘され、規制改革実施計画において、
・平成24年度分の財務諸表の公表指導と
状況調査
・平成25年度分以降の財務諸表について、
全ての社会福祉法人における公表

が提言された。

（社会保障制度改革国民会議等の提言）
・日本再興戦略では、規制改革会議の答申
等を受け、社会福祉法人の財務諸表の公
表推進、法人規模拡大の推進等の経営
を高度化するための仕組みの構築を実施
すべきとされている。

また、報告書では医療法人・社会福祉法人
について非営利性や公共性の堅持を前提とし
つつ、例えばホールディングカンパニーの枠組み
のような法人間の合併や権利の移転等を速や
かに行うことができる道を開くための制度改正
や、地域への貢献の必要性、社会福祉法人
の規模拡大やさらなる地域への貢献が求められ
ている。

４．当法人における現状と課題
⑴地域ニーズへの対応
これまで当法人においては昭和56年の保育
所設置認可を受けてから、地域の保育ニーズ

に柔軟に対応し様々な事業展開を行っている。
通常保育の定員も平成20年度には２園合わせ
て160名だったが、平成27年～28年度２か年
計画で施設整備を行い、平成29年度は２園合
わせて240名、現員で280名となった。しかし、
まだまだ待機児童問題は解消されず本園におけ
る入所希望者は後を絶たない状況にある。待
機児童問題はもはや市町村だけの問題ではな
く、受け入れる側の施設も待機児童解消のため
にこちらから積極的に県や市町村に働きかけて
いかなければならないと考えている。また、通常
の保育事業に加え、延長保育事業、一時預か
り事業、、地域子育て拠点事業、放課後児童
健全育成事業、病児保育事業等を行い地域
に潜在する保育ニーズに積極的に対応し、地
域の要請にも応えてきた。しかし、これらはいわ
ゆる「保育」という制度で定められた社会福祉事
業であり、「保育」という制度の枠組みを超えて、
地域にあるさまざまな福祉課題に法人自らが積
極的に取り組んできたかといえばそうではない。
これからは制度で定められた社会福祉事業にと
どまらない地域貢献活動を先駆的、開拓的に
行っていかなければならない。そうすることにより、
利用者や地域住民から十分な評価を得ることが
でき、社会福祉法人の役割や存在意義が広く
認識されると思う。

⑵財務状況の透明さ
先にも述べたように社会福祉法人は公益法
人であり様々な税制上の優遇措置を受けてい
る。この「非課税団体」である以上、社会的規
制が厳しいことを社会福祉法人関係者はしっか
りと理解することが必要であると考える。当法人
では平成20年度からそれぞれの事業所単位
で、年度別事業計画、当初予算から事業報告、
財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算
書、貸借対照表）や財産目録、自己評価の結
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果等をホームページ上で公開している。また事
業所単位で情報開示ファイルとしてそれぞれファ
イリングし、利用者や地域の方々がいつでも事
業内容や財務状況を閲覧できるようにしている。
しかし、当法人と同地区の社会福祉法人をみて
もまだ半数以上がホームページすら持っていな
い状況にあり、さらに財務諸表の公開に限って
みれば、当然ながらそれ以上に少なくなる。こう
した点からも地域に根ざしていないと思われるの
は必然的である。昨年度から社会福祉法人現
況報告書については大幅な変更がみられると思
うが、法人自ら積極的に情報を公開する意識を
持つことが重要であると考える。

⑶法人のガバナンス
現在当法人の組織は、評議員７名、理事６
名及び監事２名から成り立っている。法人の財
務管理に関しては内部牽制を強化し、二重
チェックを行う仕組みにしたり、管理者を分化す
るなどしているがまだまだ十分ではない。公認
会計士や税理士等の外部監査を含めて法人と
してのガバナンスが確保される体制にしていく必
要がある。

⑷内部留保
社会福祉法人は、制度や補助金、税制優
遇に守られて高い利益率を有しており、これを
社会福祉事業への積極投資や地域還元するこ
となく、内部留保として無為に積み上げていると
いう批判がある。当法人にももちろん人件費積
立金と保育所設備整備積立金として内部留保
があるが、それは無為の積立ではなく、積立の
目標や積立額について示し目的を持った積立金
であることを説明できるようにしている。当面はも
う一つの保育所の園舎建て替えのための費用と
して積立を行っているが、いわゆる内部留保を
めぐる議論は、社会福祉法人が自らの経営努

力や様々な優遇措置によって得た原資をもとに
社会福祉事業を充実させたり、社会または地域
に福祉サービスとして様々なアイデアを出し地域
還元していく必要があると考える。

⑸ 他の経営主体との公平性（イコールフッティン
グ）
イコールフッティングについては平成25年10
月以降の規制改革会議において取り上げられ、
多様な経営主体が参入する介護・保育事業等
における社会福祉法人と株式会社等との役割
をめぐって様々な議論が行われている。当法人
の所属する地区にはまだ株式会社立等営利法
人の保育所はないが、今後新制度移行を機に
企業主導型保育所や株式会社等他の法人が
参入してくることも多いに考えられる。社会福祉
法人が株式会社等他の経営主体と異なる役割
を有していることを地域住民にしっかりとアピール
していくためにも、地域ニーズへの対応をしっか
りと行っていくことが求められている。

５．当法人におけるこれからの方向性
それではここからは上記の現状と課題を踏ま

え、当法人・施設がこれから進むべき方向性に
ついて考察してみる。
⑴地域における公益的な活動の推進
平成27年度から全ての社会福祉法人に、
社会福祉事業を主たる事業とする非営利法人
の役割として、社会貢献活動の義務化を内容
とする規制改革実施計画が閣議決定されてい
る。ここでは今後当法人・施設で事業展開が
可能であると思われる公益的な活動について平
成29年度から当法人・施設で実施可能なもの
を２事案考えてみる。
その際以下のことを留意することとする。
・地域性を考慮すること
・地域住民の理解が得られるもの
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・新制度におけるニーズ調査の結果を踏まえ
ること
・すでに当法人・施設で行っている活動は除
く
・事業の報酬・運営費の剰余金の活用で継
続可能なもの

① 地域のマンパワーを生かした『子育て応援
団』事業
・活動の趣旨
核家族化の問題や地域社会の希薄化など、
子育てしにくい社会といわれる現代には様々な
問題がある。認定こども園や保育所にある資源
や環境を最大限に生かし、積極的に地域の子
育てニーズを把握していかなければならない。
そのためには、地域に住んでいる方々の生の声
を聞くことが最も有効であると考える。地域には
小中学生、高校生、大学生などの学生ボランティ
ア、また高齢者クラブや婦人会、民生委員等
の子育て経験豊富な人的資源が多く存在する。
そういった方々に『地域子育て応援団』として園
に登録してもらい、様々な形で子育てを側面か
らサポートして頂くことにより、地域交流の少ない
子どもたちにとっても世代間を超えた様々な交流
ができると考える。
・実施内容
社会福祉協議会内のボランティアセンター、
薩摩川内市役所、近隣の小、中、高等学校、
近隣の大学に声をかけ「子育て応援団」として
登録してもらう。そこにあがってきた情報から地
域子育て支援センターに繋がるように訪問を
行ったり、市の子育て支援センターのポスターや
リーフレットを配ったりし支援に繋げる。
・主な財源及び人員等
職種：主幹保育教諭・社会福祉士・支援セ

ンター職員２名等／財源：運営費剰余金

② 保育士の専門性を生かした地域貢献活動に
ついて
・活動の趣旨
認定こども園や保育所において、保育士・保

育教諭の専門性を生かした保育所ならではの取
り組みができないか検討していく。保育士の専
門性とは、子どもの発達援助に関わる知識・技
術、子どもの生活力を助ける生活援助の知識・
技術、保育の環境を構成していく技術、子ども
の遊びを豊かに展開していく技術、子どもや保
護者の気持ちに寄り添いながら援助していく関
係構築の知識・技術、保護者等への相談・援
助に関する知識・技術などがあげられるが、そ
ういった専門性を園の中だけに留めるのではな
く、高齢者施設、高齢者クラブ、障害者施設等、
外部にも働きかけることによって自身のモチベー
ション・スキルアップにも繋がるのではないかと思
う。
・実施内容
法人独自で地域貢献部門を設置する。そこ

では現在行っている高齢者クラブや高齢者施設
との交流をさらに深めるために、定期的に職員
がクラブや施設に出向いて、様々な取り組みを
行う（絵本の読み聞かせやふれあい遊び等）。
他の機関と連携協同することが必須のため、関
係機関とネットワークを構築し、様々な課題を共
に解決していくことを目的とする。
・主な財源及び人員等
職種：主幹保育教諭・社会福祉士・保育士・
栄養士等／財源：運営費剰余金

⑵法人の組織体制強化について
（業務執行体制の意識強化）
当法人では業務執行体制確立のための取組

の一つとして、業務執行に携わる理事の法人
運営に対する意識向上のため、法人独自で理
事・監事研修の取り組みを行っている。その内
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容は県内外で地域に特化した取組を行う法人・
施設へ出向き、そこで意見交換や情報交換を
行うというものである。法人本部の組織運営に
直に携わっている理事及び監事の意識や認識
の向上のために今後はさらにこれを発展させ継
続していかなければならない。

⑶法人の大規模化について
社会福祉法人の大規模化によって、地域の
福祉ニーズに柔軟に対応できること、法人内の
資金の融通、効果的な人員配置や職員キャリ
アパスの形成等、様々なメリットが考えられる。
現在当法人は１法人２施設だが今後は更に法
人の規模拡大を図っていかなければならいと考
える。当面は保育所の新設もしくは小規模保育
事業等を新たに取り組んでいくことにより法人規
模もさらに拡大できる。また、社会福祉法人の
ホールディングス化や連合等による共同事業の
展開、人材の相互連携等がいわれているが、
この点についても注視していかなければならな
い。

⑷法人運営の透明性の確保
現行の保育所保育指針にもしっかりと明記さ

れているように、保育所の社会的責任である説
明責任の対象は利用者やその家族に限定され
るものではなく地域社会に対しての説明責任も
及ぶと考えている。現在行っている事業内容や
財務状況の情報公開に加えて、今後は法人、
施設が行う公益的取組についてもしっかりと公表
していく。また、保育所の役割や当法人・施設
の保育の内容についても地域社会に対してしっ
かりとアピールしていきたい。

⑸法人の監督の見直し
まず法人の監査を２つの側面で捉えていく必
要がある。一つ目は法人の運営状況に係る監

査として第三者評価受審が考えられるが、保育
の質の向上のために当法人・施設でも早急に
受審すべきだと考え、現在当保育所に設置して
いる「保育の質の向上委員会」で準備をすすめ
ている。平成30年度には受審ができるように今
後も継続して準備を進めていきたい。２つ目は財
務に係る監査として公認会計士もしくは監査法
人による監査が考えられるが、適正な会計処理、
適時・正確な会計帳簿作成のために外部の専
門家を積極的に活用していかなければならない
と考えている。

６．まとめ
本レポートを作成にするにあたり、あらためて
社会福祉法人とはどのような法人か見直す大き
なきっかけとなった。冒頭でも書いたが、現在
社会福祉法人には社会から様々な厳しい意見
がある。今後はより厳しい意見が寄せられること
も考えられる。社会福祉法人の経営者は、「社
会は社会福祉法人をどのようにみているのか」、
「社会は社会福祉法人にどのような期待をよせ
ているのか」、「今、社会福祉法人にはどのよう
な姿勢や取り組みが必要なのか」といった点をあ
らためて認識し、社会福祉法人は地域社会に
とって本当に必要な組織だと認められる存在に
ならなくてはいけない。そのために、いまこそわ
れわれ全ての社会福祉法人がその原点に立ち
返った取り組みを強化し、社会全体に向けてしっ
かりとアピールしていくことが不可欠であると考え
る。
これからの人口減少や国の借金問題を考える

と、都市部はまだしも地方はさらに人口が減り地
域が脆弱するだけでなく破たんすることも考えら
れる。今後はわれわれ社会福祉法人が県や市
町村等地域行政に対して「今そこにある危機」
について積極的に問いかけ、社会福祉法人・
福祉施設や社会福祉協議会、民生委員・児
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童委員をはじめとした社会福祉関係者がともに
連携協働し、『地域づくり』のまさに推進役とし
ての役割を果たしていきたいと考えている。
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「福祉ＱＣ」が誕生したのは1989年。なぜ、
「福祉ＱＣ」活動を推進することになったかという
と、社会福祉に対する関心の高まりや福祉ニー
ズの多様化など、在宅サービスの推進が唱えら
れ、従来の福祉施設の経営感覚や手法のみで
は対応しきれない環境になったからです。
こうした中、福祉サービス分野の経営改善の
手法として導入されたのが「福祉ＱＣ」活動で

す。もともと製造業で取り入れられた活動です
が、相乗的な経営改善が期待できるということ
で着目され、新しい時代に即応できる福祉施設
づくりのための一つの管理手法として誕生しまし
た。

「福祉ＱＣ」活動を行う意味とは

それでは、何を狙って「福祉ＱＣ」活動をする
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去る５月22日（月）～23日（火）の２日間、本会では、「福祉ＱＣ」入門講座を

開催した。この講座は、福祉施設における組織的な業務改善や問題解決のた

めのツールである「福祉ＱＣ」活動の基礎を学ぶ入門用の講座として定着してお

り、今回で22回目を迎える。

今回は、講座の導入部分で行われた講義「「福祉ＱＣ」活動とは？」について、

概要を報告しながら、新たに「福祉ＱＣ」に取り組もうとしている皆様に対し、そ

の内容を紹介したい。

誌上講座

平成29年度　第22回「福祉ＱＣ」入門講座 
導入講義「「福祉ＱＣ」活動とは？」から

日本福祉施設士会「福祉ＱＣ」全国推進委員会



のかと言うと、一つ目は、優れた専門性に裏付
られた福祉サービスの提供であり、福祉サービ
スの質の向上にあります。次に、職員の人間性
を尊重した明るく活気に満ちた職場づくりです。
職員個々の能力を発揮して無限の可能性を引
き出すツールとして「福祉ＱＣ」活動があることを
理解してください。
二つ目は、「福祉ＱＣ」活動に取り組むことで

「３つのため」を同時に達成することです。まず、
自分の成長のため。自分自身の成長や能力を
発揮できる、自己啓発、そして自己管理ができ
る自分の成長のため。次は、職場のためです。
小集団で問題解決を行なうことによって、働きが
いのある職場、職場の活性化、チームワーク、
お互いの信頼関係が生まれます。本当に職員
たちのチームワークが良くなければ、いい仕事は
できません。そして、施設のためです。私たちは、
法人というグループに属しています。この法人や
施設のために質の高いサービスを提供していか
なければなりません。そして、法人や施設の理
念達成のために貢献できる職員でなければいけ
ません。
では、何のためにこの３つのためをやるのでしょ

うか。私たちがやっている仕事の目的は、利用
者の幸福の追求だったり、やりがいづくりだった
り、やる気づくりだったりです。そのためには、
良質なサービスを提供していく必要があります。
この「３つのため」に取り組むゴールは、利用者

のため、地域福祉のため、地域住民の皆さん
のお困り事に応えていくため、そういう職員でな
ければならないというところで、そのことを分って
いただきたいと思います。

具体的な「福祉ＱＣ」活動について

それでは、具体的な話に戻りましょう。皆さん
の職場でこんなことはありませんか。「整理整頓
されていない」、整理整頓されていなければ仕
事は前に進みにくい。ましてや業務の効率化は
ほど遠いです。「決められたことが守られていな
い」、「意思の疎通が図れてない」、これらも論
外です。
では次に、何のために改善活動を行なうのか

ということです。職場、個人の不具合（問題）が
発生しました。不具合はなぜ繰り返されるのか、
何がだめなのか。そのような不具合を繰り返さな
いために業務改善を行います。改善は、職員
が常に「これでいいのか？」という疑問をもって、
何が欠けているのかと、自分を顧みて振り返るこ
とが大切です。また、これから「福祉ＱＣ」活動
を実施するにあたっては、全部自分の責任、自
責でものを考えることを基本にしてください。この
ように、何が欠けているのかと自省をして、職場
のチーム、小集団で、利用者本位で改善を考
えます。「福祉ＱＣ」活動は、現場第一主義の
主体的な改善活動なのです。上司や施設長か
ら言われてやるのではなくて、チーム一丸で改
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誌上講座



善しようという想いがないとなかなかいい改善活
動はできません。そして「福祉ＱＣ」活動は、利
用者満足を向上させることにつながり、結果とし
て自分自身の成長や業務の質のレベルの向上
が図られ、生きがいのある明るい施設づくりに結
びつくということです。
では、なぜ生きがいのある明るい職場になる

のかということについては、利用者のためにやる
気をもった個人と、職員たちが「福祉ＱＣ」サー
クルを結成し、サークル内での役割分担を行っ
て活動を行うことによって、人間尊重の職場、
施設の体質改善、発展につながっていくからで

す。課題を克服することによって、自分が成長
した喜びや周りから認められた喜び、課題克服
を達成した喜びを感じます。こうした３つの喜び
を得ることが、仕事へのモチベーションとやりが
いを引き出し、施設長に言われたからやるといっ
たトップダウン型から職員が課題を見い出し解決
につなげるボトムアップ方への転換につながりま
す。「福祉ＱＣ」活動は、職員の自己実現や職
場のサービスの質の向上等、無限の可能性を
引き出すのです。
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「福祉ＱＣ」（改善）活動の特徴

「福祉ＱＣ」（改善）活動の特徴は、まず、Ｑ
Ｃ的なものの見方、考え方を福祉実践に応用し
た活動であると言うことができます。そして、法
人・施設あげての全員参加の改善活動・管理
活動でもあります（みんなで考え、みんなで発言
し、みんなで行動します）。そして、職場の職
員小集団による自主的な活動です（みんなの知

恵と創造性で不具合を解決する）。ＱＣ的問題
解決法である「ＱＣストーリー」に則り、ＱＣ手法
の分析手段などを活用した活動です。
では、ＱＣ的なものの見方、考え方とは何でしょ

うか。まず第一に「利用者本位のサービス」とは
何かという観点で考えることです。そして、そう
いうニーズを会話の中や施設内での観察によっ
て逃さずにつかんでみる。そして、利用者に満
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誌上講座



足していただけるケアにつなげる、品質保証と
いうことです。
次に事実による管理をすることです。ファクトコ

ントロールと言います。これは、ＫＫＤの追放とい
うことです。ＫＫＤとは、経験・勘・度胸のことで、
これらに頼らず、事実をよく観てデータで物を言
うということです。
次に、悪さ加減を出し切ること。これは、「職

場の５大使命」に照らして悪い点を見つけること
です。例えば、①質（転倒骨折事故が発生した。
クレームが多い。忘れ物が多い。連絡ミスが多
い）。②コスト（物品コストが増大している。残
業が予定より多い。光熱費が急増している）。
③納期（利用者の送迎時間が守られていない。
食事時間が30分遅れた。食数に間違いが多
い）。④安全（車両の接触事故が発生した。施
設内に不衛生な個所や危険なところが多い）。
⑤モラール（職場のルールが守られていない。
報告・連絡・相談ができていない）に照らして悪
い点を見つけます。
次に、問題の重点を絞る重点指向をします。
問題の重点をハッキリさせ、解決の的を絞って
いくようにします。
次に、目標を達成するために効果的、かつ
基本的な手順である、ＰＤＣＡの管理サイクルを
徹底して回します。Ｐ＝プラン（計画）、Ｄ＝ドゥー
（実施）、Ｃ＝チェック、Ａ＝アクション、このように
ＰＤＣＡを繰り返しながら仕事を進めます。一般
的に目標を持たない人には、問題が見えないも
のです。ですから、目標無き者に計画なし、計
画無き者に実行なし、実行無き者に成功なしと
いうことになります。
次に、ばらつきに注目します。業務についても、

いつも同じように仕事をしているつもりでも、良い
時と悪い時がある点に注目します。そこで原因
を業務プロセスを構成している４つの要素に 

ヒントを得ながら見つけてみます。4Ｍ。人 
（Ｍａｎ）、方法（Ｍｅｔｈｏｄ）、機械（Ｍａｃｈｉｎｅ）、
材料（Ｍａｔｅｒｉａｌ）。また逆に、業務を実施した
結果から問題の原因を探ることも行ってみます。
次に、繰り返しますが、自責で問題を追及す

ることが重要です。これは問題が生じた場合、
当事者意識を持って当たるということです。
次に、原因追及を徹底します。なぜ、なぜを
繰り返し、真の原因をつかまえます。最低でも５
回は、なぜ、なぜを繰り返してください。また、
過程を重視すること。そして原因が見つかった
ら必ず再発防止（歯止め）をしっかり掛けること。
これには業務のマニュアル化を図ることが重要
です。
こうした「福祉ＱＣ」活動を行う、ＱＣサークル
を職場に導入することによって、職員の問題意
識・改善意識が高まるとともに、業務改善能力
が身に付きます。また、職場が明るくなり、部門
間の連携も良くなって、利用者からの信頼感、
安心感の高まります。繰り返しますが、職員の
能力が高まって、職場でのやりがいも引き出すこ
とにつながります。
最後に、「福祉ＱＣ」活動は、サークルメンバー

の能力向上につながって、自己実現を図り利用
者満足度を向上させるきっかけにつながります。
質の高いケアを提供することにより、地域の福
祉にも貢献します。これからの社会福祉法人は、
これまでより一層地域に貢献していかなければな
りません。地域に認められる、そして頼りにされ
る福祉施設、法人になるには、皆さんのこれか
らの勉強とリーダーシップと、地域への貢献が
重要です。皆さんの顔が見えるような貢献活動
をどんどん推進してほしいと思います。それを進
めていくのが社会福祉法人の使命だと思いま
す。ぜひ、この活動を施設のなかで進めていた
だきたいと思います。
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平成29年度第１回理事会・代議員会

新役員あいさつ

本会は、５月９日（火）に平成29年度第１回
理事会と代議員会を開催した。第１回代議員
会では、平成28年度事業報告（案）と決算が
承認され、役員の任期満了にともなう役員改選
が行われ、平成29-30年度の役員等の選任が
行われ、新体制が決定した（33頁参照）。
今回の改選で、１期２年会長職を務められた
髙橋紘氏が会長に再任されるとともに、３人の

副会長、岡田好清氏、村上耕治氏、古谷田
紀夫氏もそれぞれ再任された。また、合わせて
行われた委員長の選出では、総務委員長に井
本義孝氏（千葉県・望みの門楽生園）が（新
任）、生涯研修委員長に花田利生氏が（再任）、
広報委員長に杉本憲彦氏が（再任）、「福祉Ｑ
Ｃ」全国推進委員長に杉啓以子氏が（再任）選
任された。

会長　髙橋　紘（保－２期）東京都　至誠保育総合研究所

この度、会長に再選されました髙橋です。再
選されましたことを光栄と思い、これからも頑張
らなければいけないというふうに肝に銘じたところ
でございます。
平成27年度に立ち上げた「日本福祉施設士
会のあり方委員会」の報告を基に、課題を整理
し解決に取り組みながら、今期の事業を計画に
基づき効果的に推進していくことが今期の使命
と思います。この２年間、よろしくお願い致します。 髙橋 紘氏

あんてな
日本福祉施設士会　4～5月の活動報告

日　付 内　容
４月27日（木） 平成28年度事業・会計監査

５月９日（火） 理事会（第１回）

５月９日（火） 代議員会（第１回）
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副会長　岡田　好清（保－14期）熊本県　善隣保育園

副会長に再選をいただきました岡田でございま
す。会員の減少については、もう何年来言って
きたことでありますし、皆さん方もそのようにお考
えのことだろうと思います。それであればこそ、
少しでも活性化の足掛かり、あるいは糸口が見
出せるような方策を講じていかなければならない
と思います。微力ではありますけれども、そうした
観点からこれからの２年間、努力を重ねたいと
思っております。これは執行部だけで成しうるこ
とではなくて、皆さん方の総意、そして全国の会
員の皆さん方の支え、ご協力なしには進まないこ

とでありますので、皆さん方のこれからのご支援
をどうぞよろしくお願いいたします。

副会長　村上　耕治（障－12期）秋田県　県北報公会

副会長に再任されました、秋田県の村上です。
この度、もう１期副会長職を務めることとなり、身
の引き締まる思いでおります。私のできること、そ
して、これからも会長を補佐しながら施設士会
のために頑張っていく決意を新たにしております。
今後とも、どうぞ、よろしくお願いいたします。

副会長　古谷田　紀夫（老－31期）神奈川県　みなみ風

副会長に再任されました古谷田です。神奈
川県から代議員としてちょうど２年前より代議員
会に出席するようになりました。そして縁あって２
年前、１期のところで副会長という任を受けるよ
うになりました。
ほんとにこの２年間、皆さんにご指導・ご鞭
撻いただきながらやってまいりました。どうもありが
とうございます。また、これからの２年間も皆さん
からまたいろんな意味で知恵をつけていただき、
指導していただき、この日本福祉施設士会を福
祉の経営を含めた日本の中でもトップの皆さんが
集まっているところであるということを発信してい

きたいと思っております。
会員の減少という課題がありますが、一方で

まだ1,000名を超える私たちの仲間がいます。こ

岡田 好清氏

村上 耕治氏

古谷田 紀夫氏
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の1,000名の人たちがそれぞれ一人でも二人で
も仲間を募っていただければすぐに2,000名にな
る、というような単純な計算をすると怒られてしま
うのですが、そのぐらいの思いで会友を増やし
ていきたいと思いますし、そして社会にも発信を

していきたいと思います。
それも髙橋会長を中心として、また代議員の
皆さんと一緒にスクラムを組ながらやっていきたい
と思いますので、今後ともご指導のほどよろしく
お願いします。

総務委員長　井本　義孝（老－３期）千葉県　望みの門楽生園

千葉県の井本でございます。図らずも今回総
務委員長を命じられましたが、本会の今日的な
存在意義を考えながら、この福祉施設士会の
会員減少をなんとかして食い止めたい、その一
念で総務委員長をお受けいたしました。何卒よ
ろしくご指導・ご 撻ございますように心からお
願い申し上げます。

生涯研修委員長　花田　利生（老－19期）福岡県　恵みの家

生涯研修委員長をまた１期２年仰せつかりま
した花田でございます。よろしくお願いいたしま
す。研修委員長ということですので研修がメイン
になってきますが、会員が少ないというところが
一番の課題であり、研修に関しましてやはり研
修委員会だけでは企画がなかなかむずかしい
面もございますので、こういった講師を使ってほ
しいという皆さんのご提案もいただきつつ進めて
いければと考えております。
あと２年間、一生懸命実りのある研修会を企
画して参りたいと思っております。皆様も生涯研
修が福祉施設士会のメイン事業でもありますの
で、年に５～６回の研修のうち、どれか１つには

参加いただきたいと思っておりますので、どうぞ
ご協力をよろしくお願い致します。

井本 義孝氏

花田 利生氏

あんてな
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調査研究委員長　森岡　一裕（授－５期）北海道　愛らんど

調査研究委員長を拝命致しました北海道の
森岡一裕と申します。昭和46年より知的障がい
児の入所施設に勤務し、以来今日まで知的障
がいの施設で入所更生施設に12年、授産（入
所・通所）関係施設に34年と知的障がい者と人
生を共にしてきました。知的障がい関係に従事し
て他の福祉施設について、解らないことが多々
あるかと思いますので、福祉施設士会会員各位

のご支援、ご協力をお願いし、就任のご挨拶と
させていただきます。宜しくお願い致します。

広報委員長　杉本　憲彦（障－24期）和歌山県　作業所陽

広報委員長を拝命いたしました杉本です。よ
ろしくお願いいたします。会報誌それからホーム
ページ、メールマガジン、特に会報誌、メール
マガジンについての原稿について、また依頼を
させていただきますので、どうかご協力ください。
また、依頼を待つまでもなくご自身で日頃実践さ
れている論文を会報等で発表していただけれ
ば、より一層この会が盛り上がっていくのではな

いかというように考えております。どうかよろしくお
願いいたします。

「福祉ＱＣ」全国推進委員長　杉　啓以子（老－19期）東京都　江東園ケアセンターつばき

杉本 憲彦氏

森岡 一裕氏

「福祉QC」全国推進委員長として再任されま
した杉啓以子です。昨年は赤字を解消できたこ
と、参加団体の増加などについては、ある程度
成功ではなかったかと会員の皆さまのご協力に深
く感謝申し上げます。
「福祉ＱＣ」改善活動は、業務改善にとどまら
ず、利用者に対する職員のケアの質を高めると
共に施設や事業所の地域における信用を高め
るなどの効果もあると考えます。「福祉ＱＣ入門
講座」で基礎を学んでいただき「福祉QC全国
発表大会」において発表することで職員は改善
活動への自信と多くの成果を得ております。
日本福祉施設士会の多くの施設に「福祉
QC」改善活動の発表の成果を見ていただく機
会を増やすことで、「福祉QC」改善活動の実

践は、法人全体の質を高めるという結果にたど
り着けば「やっぱり日本福祉施設士会に所属す
る施設はずごい！」ということになると思います。
今後の２年間を「福祉QC」全国推進委員の皆
さまのお力をいただきながら共に全力で努めてま
いります。
会員の皆さまには「福祉QC」改善活動へのよ

り多くの法人、施設のご参加とご協力をお願い
申しあげます。

杉 啓以子氏
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平成29・30年度　日本福祉施設士会　役員体制

【正副会長】
役　職 氏　名 （県　名） 副会長の担当委員会
会　長 髙橋　　紘 （東京都）
副会長 岡田　好清 （熊本県） 生涯研修委員会
副会長 村上　耕治 （秋田県） 広報委員会、「福祉QC」全国推進委員会
副会長 古谷田　紀夫 （神奈川県） 総務委員会、調査研究委員会

【理　事】
ブロック 氏　名 （県　名） 役
北海道 森岡　一裕 （北海道） 常任理事（調査研究委員長）、ブロック長
東北 村上　耕治 （秋田県） 副会長、ブロック長

関東甲信越静

阿部　健二 （群馬県）
井本　義孝 （千葉県） 常任理事（総務委員長）
髙橋　　紘 （東京都） 会長、ブロック長
古谷田　紀夫 （神奈川県） 副会長

東海・北陸
豊田　雅孝 （岐阜県） ブロック長
山野　文照 （三重県）

近畿
舟橋　　博 （兵庫県）
杉本　憲彦 （和歌山県） 常任理事（広報委員長）、ブロック長

中国・四国
竹内　寛和 （島根県）
藤田　久雄 （高知県） ブロック長

九州・沖縄
花田　利生 （福岡県） 常任理事（生涯研修委員長）
岡田　好清 （熊本県） 副会長、ブロック長
玉城　　政 （沖縄県）

中央推薦 杉　啓以子 （東京都） 常任理事（「福祉ＱＣ」全国推進委員長）

【監　事】
氏　　名（県　名） 氏　　名（県　名）
福田　鶴枝（栃木県） 丸茂　千賀子（山梨県）

＜全国社会福祉協議会関連委員会・委員等＞
○政策委員会・委員 岡田好清（副会長・熊本県）
○国際社会福祉基金委員会・委員 村上耕治（副会長・秋田県）
○福祉施設長専門講座運営委員会・委員 古谷田紀夫（副会長・神奈川県）

あんてな
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日本福祉施設士会　平成28年度事業報告

１．平成28年度事業の重点

平成28年度事業の重点として、以下の３点を事業計画に掲げて取り組んだ。
○研修機会の充実：生涯研修を通じて福祉施設長の質の向上をはかり、福祉サービスの拡充

や質の向上につなげる。また、ブロック・都道府県組織で行う研修・セミナーの企画支援や

広報協力等を強化し、本会会員が身近な地域で受講できる研修環境整備を支援する。

○施設運営にかかる情報の提供・共有：全会員のメールアドレス登録を進め、施設の経営管理

に有効なマネジメント手法の習得促進や、制度・施策等の関連情報の提供・共有をはかる。

○組織体制と事業の見直し、および財政等の健全化にむけた取り組み推進：本会の組織体制

や事業等の見直しについて検討するとともに、引き続き基礎的収支の改善にむけた取り組みを

促進する。

２．生涯研修事業の推進

（１）施設長実学講座の開催
事業計画に基づき５回開催するところ、第１回目を講師の当日不着により中止としたことにより、計４

回開催した。実施に際しては、①社会福祉制度・政策の最新動向の理解、②人事労務・財務等
にかかる経営マネジメント手法の学習、③組織マネジメントに必要となるコミュニケーションやリスクマネ
ジメント能力向上、④福祉施設長として備えるべき意識や視点の向上、を目的とした企画・運営を行っ
た。
［第１回］「基礎から学ぶ会計実務」

平成28年７月12日（火）～13日（水）
会場：全社協会議室（東京都千代田区） ※中止

［第２回］「法理と情理の人材マネジメント」
平成28年８月23日（火）～24日（水）
会場：昭和会館大会議室（東京都千代田区） 受講者数：39名

［第３回］「基礎から学ぶ会計実務」
平成28年12月19日（月）～20日（火）
会場：東京TFTビル東館研修室（東京都江東区） 受講者数：64名

［第４回］「財務規律の確立と持続可能な施設経営」
平成28年12月20日（火）～21日（水）
会場：東京TFTビル東館研修室（東京都江東区） 受講者数：74名

［第５回］「法務課題とリスクマネジメント」
平成29年１月30日（月）～31日（火）
会場：全社協会議室（東京都千代田区） 受講者数：20名
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（２）全国福祉施設士セミナーの開催
制度・施策にかかる行政説明と、社会保障制度改革に関する講演、福祉施設長の役割と育成

に関する講演の後、「法人主体の経営と福祉施設士の示すべき成果」をテーマとしたパネルディスカッ
ションを開催し、会員の理解促進や議論の機会とし、今後の会員実践に資することとした。
開催期日：平成28年７月６日（水）～７日（木）
会　　場：全社協・灘尾ホール
テ ー マ：「法人主体の経営と福祉施設士の示すべき成果」
受講者数：114名

（３）ブロック・都道府県組織活動支援事業の実施
ブロックセミナーの企画支援を行うとともに、本会会報へのブロックセミナー開催要項の同梱発送、
本会ホームページに開催要項を掲載し、広報協力を実施した。

３．広報・情報提供体制の強化

（１）会報「福祉施設士」の発行
会報「福祉施設士」を計６号発行した。「特集」の年間テーマを「「福祉施設士行動原則」の実践」

とし、会員の実践事例を10事例掲載した。その他、①施設長に必要な視点や考え方、社会福祉
の理念やあり方をテーマにした「論点・福祉施設長」、②会員が福祉施設士としての活動を自ら投稿
する「福祉施設士のめざすもの」「会員投稿」、③施設長としての視点を考え、実践の参考にするた
めの「誌上講座」、④社会福祉法人制度改革の最新情報を伝える「福祉の動向」、⑤本会及びブロッ
ク都道府県組織の活動情報、等を掲載した。
［各号の特集テーマ］
・４月号「理念に照らした人材の育成・定着と勤務環境の整備」
・６月号「実践の高度化と効率化を推進する」
・８月号「行政、関係機関、地域との連携」
・10月号「良質なサービス提供を追求する組織づくり」
・12月号「地域における公益的な取組を推進する」
・２月号「危機に対応する福祉施設長の姿勢と行動」

また、会報のＰＤＦファイルをホームページに掲載し、最新号は目次のみ、最新号以前のバックナンバー
１年分は全頁の閲覧ができることとした。

（２）ホームページによる情報提供
本会事業に関連する各活動の広報や関連情報の発信を行った。
①本会研修会および都道府県・ブロック組織の事業の案内および周知を行った。
②本会研修会の案内をWAMネットの「研修・セミナー案内」を利用して周知した。

あんてな
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（３）メールマガジンによる情報提供
「日本福祉施設士会【DSWI】メールマガジン」を５月より月１回発行した（計11号）。「今月のチェック
リスト」「時事／用語解説」「リレーコラム」の他、事務局からのお知らせを掲載し、必要に応じて関
連のURLを掲載した。また、定期配信の他、研修会案内を知らせる臨時配信を３号配信した。
アドレス登録・変更・解除は、各会員が手元の機器を用いて行うこととし、本会ホームページに登
録用ボタンを設置した。会員には、会報４月号、６月号で登録を案内した他、ブロックセミナーにおけ
る本会役員の基調報告でアドレス登録を呼びかけた。登録会員数は３月31日現在で181名。

４．「福祉施設士行動原則」の活用促進

（１）「福祉施設士行動原則」の普及および活用促進のフォローアップ
会報誌において実践事例の収集・発信を行い、ホームページでも事例紹介を行った。

（２）福祉QC活動
福祉施設の業務改善手法の一つである「福祉QC」の考え方および手法を習得するため、以下の
研修会等を開催した。
①「第20回『福祉QC』入門講座」の開催
　　開催期日：平成28年６月13日（月）～14日（火）
　　会　　場：全社協・会議室
　　参加者数：91名
②「第27回『福祉QC』全国発表大会」の開催
　　開催期日：平成28年11月21日（月）～22日（火）
　　会　　場：全社協・灘尾ホール、会議室
　　参加者数：143名

34サークルより、「福祉QC」活動実践の発表を行った。また、オープニング発表として、「行
動原則・地域への姿勢」にかかる実践発表を行った。

③ 「福祉QC」を用いた活動実践の共有
本会ホームページで優秀サークルの事例を紹介し、共有を図った。

④改善（福祉QC）活動個別指導講座の開催支援
本会関東甲信越静ブロックと東京都福祉施設士会が主催する同講座について、本会ホーム

ページに参加施設募集及び発表会開催案内を掲載し、案内周知を行った。
（３）社会福祉制度改正等への対応
会報、ホームページ、メールマガジンで関連する情報提供を行った。

５．組織体制と事業の見直し、および財政等の健全化にむけた取り組み推進

（１）組織体制・事業の見直し、財政の健全化
本会組織体制、事業のあり方について、各委員会で検討を行った。また、支出の見直しを行い、
基礎的収支の改善に努めた。



37福祉施設士 2017年6月号

（２）会員増に向けた取り組み
・第41期専門講座受講者に対して、会報誌の送付や研修会開催要項の送付を行うとともに、７月
と２月のスクーリング開催時に本会役員及び事務局から活動内容の説明と入会案内を行った。ま
た、第40期修了者で未加入者に対して入会案内の送付や研修会等の情報提供を行った。

・全社協書籍の会員向割引販売（４/１～５/31の期間限定）を実施し、19会員・組織から321冊（売
上額372,441円）の注文を得た。

・会員名刺や会員施設表示板の普及に努めた。
・本年度末（平成29年３月31日現在）の会員数は1,153名（前年度末比59名減）となった。

（３）都道府県組織の支援
会報を都道府県組織に配布するとともに、各ブロックセミナーへの助成（７か所）及び役員派遣を
行った。また、ブロックセミナーの開催報告を会報に掲載し、成果の共有を図った。

ブロック 開催地 日　程 派遣役員 参加者数
北海道 北海道 11月28日～29日 古谷田副会長 27名
東北 宮城県 10月12日～13日 村上副会長 98名
関東甲信越静 群馬県 10月18日～19日 髙橋会長 121名
東海・北陸 福井県 ２月16日～17日 髙橋会長 32名
近畿 和歌山県 11月11日～12日 髙橋会長 55名
中国・四国 島根県 10月５日～６日 髙橋会長 61名
九州・沖縄 福岡県 ６月30日～７月１日 髙橋会長 113名

（合計507名）

（４）会務の運営
以下の会議および委員会を開催した。
・代議員会　　　（２回）平成28年５月10日（火）、平成29年３月13日（月）
・理事会　　　　（２回）平成28年５月10日（火）、平成29年３月13日（月）
・総務委員会　　（１回）平成29年２月15日（水）
・生涯研修委員会（１回）平成29年２月15日（水）
・広報委員会　　（１回）平成29年２月14日（火）
・事業・会計監査（１回）平成28年４月26日（火）
全国社会福祉協議会の関係委員会に、下記のよう本会役員が参画した。
・政策委員会　　　　　　　　　　岡田好清副会長
・国際社会福祉基金委員会　　　　村上耕治副会長
・福祉施設長専門講座運営委員会　古谷田紀夫副会長
また、「全社協福祉懇談会」（平成28年10月６日）に正副会長が出席した。懇談会には、約300
名の福祉関係者が参集し、41名の国会議員、厚生労働省関係部局長、学識経験者に対して要望・
提言を行い、懇談も行った。

あんてな
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日本福祉施設士会　平成28年度　資金収支決算書

勘定科目 予算額（Ａ） 決算額（Ｂ） 差異（Ａ）－（Ｂ） 備　　考

事業活動による収支（収入）
会費収入 17,505,000 17,595,000 △90,000
　会費収入 17,505,000 17,595,000 △90,000 年会費
事業収入 10,754,000 10,742,000 12,000
　参加費収入 10,554,000 10,554,000 0 研修会参加費
　資料・図書等頒布収入 120,000 108,000 12,000
　広告料収入 80,000 80,000 0 会報の広告料
受取利息配当金収入 2,000 1,768 232
　受取利息配当金収入 1,000 95 905
　積立資産受取利息配当金収入 1,000 1,673 △673
その他の収入 150,000 219,000 △69,000
　雑収入 150,000 219,000 △69,000 会報有償購読料
〔事業活動収入計〕⑴ 28,411,000 28,557,768 △146,768
事業活動による収支（支出）
人件費支出 7,856,000 7,855,651 349
　人件費負担金支出 7,856,000 7,855,651 0
事業費支出 17,633,000 16,744,796 888,204
　諸謝金支出 1,355,000 1,353,308 1,692 研修会講師謝金、会報原稿執筆料
　旅費交通費支出 6,555,000 6,325,596 229,404
　　役職員旅費交通費支出 6,227,000 5,998,916 228,084
　　委員等旅費交通費支出 328,000 326,680 1,320
　消耗器具備品費支出 343,000 319,181 23,819
　印刷製本費支出 2,881,000 2,754,514 126,486 会報、研修会資料等
　通信運搬費支出 1,300,000 1,077,064 222,936
　会議費支出 545,000 472,393 72,607
　資料図書費支出 289,000 277,020 11,980
　広報費支出 780,000 783,000 △3,000 ホームページ運営管理費
　業務委託費支出 222,000 197,070 22,930 研修会受付代行
　手数料支出 261,000 164,700 96,300
　賃借料支出 3,034,000 2,950,950 83,050 会議・研修会会場費
　雑支出 70,000 70,000 0
事務費支出 698,000 641,134 56,866
　事務消耗品費支出 25,000 24,689 311
　印刷製本費支出 130,000 122,103 7,897 コピー代等
　通信運搬費支出 300,000 296,050 3,950
　手数料支出 230,000 196,692 33,308 銀行振込手数料
　租税公課支出 3,000 1,600 1,400
　渉外費支出 10,000 0 10,000
販売原価支出 32,000 36,285 △4,285
　仕入支出 32,000 36,285 △4,285
分担金支出 50,000 50,000 0
　分担金支出 50,000 50,000 0 全社協政策委員会分担金
助成金支出 1,050,000 1,050,000 0
　助成金支出 1,050,000 1,050,000 0 ブロックセミナー助成金
負担金支出 1,350,000 1,350,000 0
　事務費負担金支出 1,350,000 1,350,000 0 事務、会計処理、LAN負担金
〔事業活動支出計〕⑵ 28,669,000 27,727,866 941,134
【事業活動資金収支差額】⑶＝⑴－⑵ △258,000 829,902 △1,087,902
〔施設整備等収入計〕⑷ 0 0 0
〔施設整備等支出計〕⑸ 0 0 0
【施設整備等資金収支差額】⑹＝⑷－⑸ 0 0 0
〔その他の活動収入計〕⑺ 0 0 0
　積立資産支出 1,000 1,673 △673
〔その他の積立資産積立支出〕 1,000 1,673 △673
　運営資金積立資産積立支出 1,000 1,673 △673
〔その他の活動支出計〕⑻ 1,000 1,673 △673
【その他の活動資金収支差額】⑼＝⑺－⑻ △1,000 △1,673 673
予備費⑽ 0 － 0
【当期資金収支差額合計】⑾＝⑶＋⑹＋⑼－⑽ △259,000 828,229 △1,087,229
【前期末支払資金残高】⑿ 9,332,000 9,332,734 △734
　前期末支払資金残高 9,332,000 9,332,734 △734
【当期末支払資金残高】⑾＋⑿ 9,073,000 10,160,963 △1,087,963
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日本福祉施設士会　平成29年度　研修会のご案内

日本福祉施設士会では、「福祉施設士」の生涯研修事業を推進しており、施設長の経営管理に
必要な知識や技術をはじめ、有効なマネジメント手法の習得及び能力向上等を目的とした数々の研
修会を開催しています。

（１）施設長実学講座（計５回）
人事・労務・財務等にかかるマネジメント手法の習得及び能力の向上を図り、福祉施設長として
求められる役割の発揮に資することを目的とした研修会です。
（第１回）「災害対策と福祉施設長の危機管理マネジメント」
　平成29年７月18日（火）～19日（水）
（第２回）「基礎から学ぶ会計実務」
　平成29年８月21日（月）～22日（火）
（第３回）「採用・育成・定着の人材マネジメント」
　平成29年９月19日（火）～20日（水）
（第４回）「福祉施設長のコミュニケーション強化」
　平成29年12月11日（月）～12日（火）
（第５回）「地域をつなげる福祉施設長」
　平成30年１月29日（月）～30日（火）
※ 会場は、第１回はTFT研修室904（東京都江東区）、第２回以降は全社協・会議室（東京都
千代田区）、定員は各60名。

（２）全国福祉施設士セミナー
本会事業の重点に関連し、福祉施設長に求められる姿勢や態度の確認や、今後の福祉施設経
営の方向性の共有、会員相互の交流促進を目的としたセミナーです。
テ ー マ：「地域共生社会への貢献を問う（仮称）」
開催期日：平成29年８月３日（木）～４日（金）
会　　場：全社協・灘尾ホール
定　　員：150名

（３）「福祉QC」活動に関する研修会
施設における組織的な業務改善・問題解決のツールである「福祉QC」活動に関する研修会です。
①「第21回『福祉QC』入門講座」（終了）
　開催期日：平成29年５月22日（月）～23日（火）
　会　　場：TFT研修室906（東京都江東区）
　定　　員：90名
　内　　容：福祉QC活動の目的に加え、活動のポイントについて演習形式で学ぶ。
②「第28回『福祉QC』全国発表大会」
　開催期日：平成29年11月27日（月）～28日（火）
　会　　場：全社協・灘尾ホール、会議室
　定　　員：140名（44サークルの発表を募集）
　発表事例： 各施設における業務改善や利用者支援にかかるQCサークル活動事例を行います。

あんてな
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もうお済みですか？
日本福祉施設士会会員メールアドレス登録のご案内

「会員メールアドレスの登録」はもうお済みでしょうか。登録無料、パソコン、スマートフォン、従
来型携帯のいずれのアドレスでもご利用ができます。
毎月１日の朝、５分程度で読める「メールマガジン」をお届けします。実務の役に立ち、知識の
幅を広げ、そして仲間からの元気が出るメッセージを、手軽に読むことができます。未だお済み
でない方は、以下を参照のうえぜひご登録ください。機器の操作にご不安のある方は本会事務
局までご相談ください。

お届けする多彩な情報（バックナンバーも読めます）
●「日本福祉施設士会【DSWI】メールマガジン」の発行（毎月１日）
　「今月のチェックリスト」　※管理者としておさえておきたい経営の“ツボ”
　「時事／用語解説」　※施設種別を超えた幅広い分野の基礎をおさらい
　「福祉施設士リレートーク」　※仕事に元気の出るポジティブリレー
他、福祉制度関連情報、研修情報等を適宜ご案内します。
●研修事業の開催案内（随時発行）
※メールのサイズを抑えるため、ファイル添付はしません。開催要項を掲載した本会ホームペー
ジURLをご案内し、受講のポイントをご紹介します。

●ブロック・都道府県福祉施設士会事業のご案内（随時発行）
※ブロック・県内の会員に限定送信。
※開催地近隣のブロック・県会員にもお送りする場合があります。

登録手続き方法
①　日本福祉施設士会ホームページから

専用の登録ページへ進む。
②　アドレスその他必要事項を記入して送

信（この時点では未登録です）
③　記入したアドレス宛に配信サービス会社
（める配くん）より確認メールが届き、手
続き完了です。

アドレス登録は、日本福祉施設士会ホームページ
http://www.dswi-sisetusi.gr.jp/　から専用ページにお進みください。

日本福祉施設士会

メール配信
サービス
の利用

①
登録ページ

②
必要事項の送信

登録確認メール
の送受信

③

メール配信サービス会社

「める配くん」

会員

パソコン・スマホ等



［日本福祉施設士会行事予定］平成29年６月～７月 6月15日現在

日　　程 予　　定　　事　　業

７月４日（火）～５（水） 第28回九州・沖縄ブロックセミナー大分大会

７月18日（火）～19（水）
平成29年度施設長実学講座（第１回）
「災害対策と福祉施設長の危機管理マネジメント」
（東京都江東区・TFTビル研修室）

　改正社会福祉法が施行され、実効ある改革の推進が求められ
る段階へ入りました。「地域共生社会」の実現や地域における
「『我が事』・『丸ごと』」の主体的な取り組みの実践者として福祉
施設士には、持てる力を発揮し、地域により積極的に貢献して
いくことが求められています。
　８月に実施する全国福祉施設士セミナーでも、地域共生社会
の実現に向けて、福祉施設士がどのように対応していくか、掘
り下げることにしておりますので、積極的なご参加をお待ちし
ております。

事務局だより
福祉施設士　6月号
平成29年6月15日発行　通巻320号 偶数月15日発行
定価500円（税込）

発　行　社会福祉法人　全国社会福祉協議会・日本福祉施設士会

発行人　髙橋　　紘

編集人　杉本　憲彦

広報委員会
杉本 憲彦（広報委員長）/三津井 和夫/八木 利彦/伏見 達子/
長川原 しのぶ/大澤 澄男/藤本 喜章/岩田 敏郎/松林 克典

〒100-8980
東京都千代田区霞が関3-3-2　新霞が関ビル
全国社会福祉協議会　法人振興部
TEL 03（3581）7819　FAX 03（3581）7928
URL http://www.dswi-sisetusi.gr.jp

＜ご意見・感想の募集について＞

会員の皆様からご意見・感想をお聞かせください。
１．会報の記事へのご意見・感想をお寄せください。
　　　※特集記事、誌上講座にかかるご質問はもちろん、会報へのご意見や提案も受け付けております。
　　　※ 本会事業に対してのご意見や、本会執行部・他の会員の皆さまへテーマを示した意見交換の提案な

ども受け付けております。
2．文字数は、800字以内でお願いします。
3．電子メールあるいはFAX、郵送にてご提出ください。
 電子メールの場合は、日本福祉施設士会事務局（アドレス　z-sisetusi@shakyo.or.jp）まで送信ください。
4．会報発行月（偶数月）の前月（奇数月）の15日までにお送りください。
5．掲載する場合は、都道府県ならびに会員ご氏名を掲載いたします。

異動の連絡はお早めにお願いします＞＞＞
在籍施設の異動等連絡先が変更となる場合は、お早めにお知らせくださいますよう、お願いいたします。

会員名刺の追加発注・修正を受け付けています＞＞＞
異動等による内容の修正はありませんか？　１セット（100枚）2,000円（税込）で承ります。

退会を希望される会員の方へ＞＞＞
退会を希望する場合は、所定の退会届を、当該都道府県福祉施設士会を通じて、本会会長宛にご提出ください。
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